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2月17日、宮崎労働基準監督署は

宮崎市において、働き方改革関連

法に関する説明会を開催し、時間

外労働上限規制、年5日の年次有給

休暇（年休）の確実な取得につい

て説明しました。

担当者からは「上限規制は長時

間労働の是正を目的としたもので

す。大企業には昨年4月から適用さ

れていますが、今年4月1日からは

中小企業も含めて適用されます」
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２月１２日、宮崎労働局は宮崎合

同庁舎において、「第３回働き方

改革ワークショップ」を開催しま

した。これは、各企業の人事労務

担当者にワークショップ（ＷＳ）

の手法を習得していただき、それ

ぞれの会社でＷＳを実践していた

だくことを目的とした企画で、平

成29年度から毎年開催しています。

WS参加者は業種や企業規模、

役職も様々な９人。２班に分かれ、

それぞれ宮崎労働局の「働き方・

休み方改善コンサルタント」がファ

シリテーター（進行役）を務めま

した。今回のＷＳでは、「働きが

いのある職場づく

りを目指して」を

テーマに問題点を

グループみんなで

洗い出し、その原

因を探索し、問題解決に向けた取

組を検討しました。働き方改革に

関する参加者の意識は高く、人手

不足や意識改革、コミュニケ―ショ

ン不足など多様な事項について、

次々と意見が出され、ときに笑い

あり、ときに感嘆ありの議論とな

りました。

「昨年4月から適用された年5日の

年休取得は、海外と比較して取得

状況を改善し、十分な休息を取る

ことで生産性を向上しようという

ものです。年休が10日以上発生す

る労働者には発生日から1年以内

に5日を取得させなければなりま

せん」と説明しました。

説明会では併せて大企業・親企

業の働き方改革実施に伴って懸念

される、下請等中小事業者への短

納期発注等の抑制等についても説

明しました。

説明会には43

事業場から53名

の労務担当者の

参加がありまし

た。

参加者の皆さんからは、「異業

種の参加者と交流することで自社

を俯瞰して課題を発見するきっか

けとなった」「以降も定期開催し

て欲しい」という声がありました。

今回学んだ手法を参考に、それ

ぞれの職場環境改善に取り組んで

いただければ幸いです。
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異業種交流で

「2020春の就職応援フェア
～みやざきで働こう！～」

中止のお知らせ
令和２年３月19日（木）に開催を

予定しておりました「春の就職応

援フェア」は、新型コロナウイル

スの感染の拡大を防止するため、

中止となりました。
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２月１０日、宮崎労働局雇用環境・

均等室は、児湯郡高鍋町において、

宮崎県老人福祉サービス協議会県

北ブロック特養幹事会主催の「特

養県北ブロック施設長研修会」で、

職場のハラスメント対策について

講話を行いました。

担当者から労働相談の状況、

職場のパワーハラスメント、

「職場における優越的な関係を

背景とした言動に起因する問題

に関し雇用管理上講ずべき措置」

について説明し、ポータルサイ

ト「あかるい職場応援団」の紹

介をしました。

参加者からは、「パワーハラ

スメントだけでなく、セクシュ

アルハラスメント等も含めて職場

全体の対策が必要だと考えていま

す」と総合的な職場のハラスメン

ト対策を推進していきたいとの声

をいただきました。

この研修会には３２施設から３６

名の施設長等が参加されました。

今後も、労働施策総合推進法の改

正によるパワーハラスメント対策

の法制化について周知を図ってま

いります。

宮崎労働局では、毎年、勤労感

謝の日をもって、地方労働行政に

係る各施策の推進等に顕著な功績

があった方へ宮崎労働局長による

表彰を実施しています。

今回、受彰されたのは、宮崎労

災保険診療費審査委員会委員の飯

田博幸氏です。飯田委員には長年

にわたり労働行政にお力添えいた

だき、ありがとうございました。

今後とも宮崎労働局をよろしくお

願いいたします。

JA宮崎経済連では、「昨年、社

内で働き方改革に関するプロジェ

クトを立ち上げています。働きや

すい職場を作り、一人ひとりの生

産性をあげていくことを目標に取

り組んでいます。また、有給休暇

の取得促進として、Birthday休暇

や時間単位の有給休暇制度を導入

しています」とのことでした。

宮崎労働局からは更なる取り組

みの推進をお願いするとともに、

下請け等の「しわ寄せ」防止につ

いても要請しました。

名田局長は１月３１日に都城市の

霧島ホールディングス株式会社の堀

之内管理本部本部長を、２月１９日

には宮崎市のJA宮崎経済連の新森

会長を訪問し、各社の働き方改革に

ついてお聞きしました。

霧島ホールディングスでは、「年

休を確実に取得するため、取得状況

を定期的に人事と各部署が情報共有

しています。また、昨年１０月から

企業内保育所をスタートさせ、両立

支援にも取り組んでいます」とのこ

とです。

説
明
す
る
鈴
木
労
働
基
準
部
長

職場のハラスメント対策を

説
明
す
る
大
嶋
労
働
紛
争
調
整
官

～働き方改革企業訪問～
霧
島
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
堀
之
内
本
部

長
（
右
）
に
要
請
す
る
名
田
局
長
（
左
）

２月６日、宮崎市民プラザで、

「荷主と運送事業者のためのトラッ

ク運転者の労働時間短縮に向けた

セミナー」（厚生労働省委託事業）

が開催され、定員を超過する93人

の参加がありました。

昨年４月から時間外労働の上限

規制が始まっていますが、自動車

運転者については５年間猶予され

ています。自動車運転者の長時間

労働を削減するには、貨物の積み

卸し作業の効率化など荷主の理解

と協力が不可欠です。セミナーで

は、運送事業者と荷主企業が一体

となった取組事例が紹介され、宮

崎労働局からは法改正の解説や助

成金などの支援策について説明し

ました。
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